
今年４月から自転車にも
「ながらスマホ」などへの
交通反則金制度が適用
されました。

地域の見守りで、犯罪を防ぎましょう！

空き家・空き巣・忍込みや
交通安全の対策を！

１ 内容 「地域における身近な防犯と交通安全」

(1) 防犯対策(住居侵入への対策など)

(2) 交通安全(交通事故防止、交通安全ルールなど)

２ 日時 令和８年６月２７日（土）午前１０時～正午

３ 会場 永明公民館 ホール

４ 講師 前橋市共生社会推進課 交通安全・防犯係 職員

５ 対象 永明地区在住の成人 一般参加（先着） ３０人

(自治会や地域づくり協議会からも参加します。)

６ 費用 無料

７ 募集 ６月１日（月）から ６月１９日（金）まで

８ 申込 ①右上の二次元コードをスマートフォン等で読み込み、

入力フォームから申込み

②入力フォームから申込みできない人は、永明市民

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰへの電話(平日の業務時間内)

※電話番号は027-２６１－１５５０

住居侵入の手口
を知って被害を
防止しましょう。

(二次元コード)

これを
学ぼう！

主催者：永明地区地域づくり協議会
所在地：前橋市上大島町９３０－１
電話：027-261-1550(永明公民館)

スマホで夜間・
休日も申込み
できます！

令和８年度 永明地区地域づくり協議会防犯・交通安全講座

昨年、空き家への侵入窃盗件数が全国で１万件を超えました。(注１)

県内では、住人が留守中の空き巣や就寝中の忍込みの件数が急増
し、交通事故死者数に占める高齢者比率は7割を超えています。(注2)

この講座を受講して家庭や地域の防犯力を高め、交通安全のルール
を学び、皆さんが安心して安全に暮らせるまちをつくりましょう。

(注1)警察庁「R7の犯罪情勢」 (注２)群馬県警「R7 犯罪発生状況」「R6 交通事故統計」

緊急課題！


